
バ
ッ
グ
も
ち
、
歩
き
で
お
つ
か
い　
パ
パ
や
マ
マ
よ
り
エ
コ
な
ぼ
く
！
（
「
容
器
包
装
削
減
推
進
標
語
」
旭
川
女
性
会
議
賞
）

ごみの不法投棄・不法焼却は、懲役５年以下または1,000万円以下の罰金という重大な犯罪です！
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介
護
保
険
の
お
知
ら
せ

　
11
月
16
日
〜
30
日
は

　
介
護
保
険
料
「
普
通
徴
収
」
の

　
方
の
第
５
期
の
納
期
で
す

　
普
通
徴
収
の
方
の
保
険
料
の
納
入

は
、
口
座
振
替
が
便
利
で
確
実
で
す
。

特
別
な
事
情
で
保
険
料
を
納
め
ら
れ

な
い
方
の
た
め
に
、
保
険
料
の
減
額

や
支
払
い
猶
予
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

介
護
高
齢
課

25
・
５
３
５
６

　
　
介
護
保
険
福
祉
用
具
購
入

　
　
費
・
住
宅
改
修
費
を
支
給

要
介
護
・
要
支
援
認
定
を
受
け
て

い
る
方
を
対
象
に
、
申
請
に
よ
り
、

費
用
の
９
割
分
︵
一
定
以
上
の
所
得

の
あ
る
方
は
８
割
︶
を
支
給

支
給
対
象　

福
祉
用
具
＝
旭
川
市
長
等
の
指
定

を
受
け
た
福
祉
用
具
販
売
店
で
購
入

し
た
、
介
護
保
険
支
給
対
象
品
目
に

あ
る
福
祉
用
具
︵
限
度
額
は
同
一
年

度
内
で
10
万
円
︶　

住
宅
改
修
＝

介
護
保
険
の
対
象
工
事
の
う
ち
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
が
必
要
と
判
断
し
た
改

修
︵
限
度
額
は
対
象
者
１
人
に
つ
き

20
万
円
。
申
請
前
に
着
手
し
た
工
事

は
対
象
外
︶

支
給
方
法　

受
領
委
任
払
い
︵
登
録
事
業
者
の

み
︶
＝
対
象
者
は
市
か
ら
事
業
者
へ

の
支
給
額
分
を
差
し
引
い
た
額
を
事

業
者
に
支
払
う　

償
還
払
い
＝
対

象
者
が
事
業
者
に
全
額
を
支
払
い
、

後
日
市
か
ら
支
給
額
を
払
い
戻
す

介
護
高
齢
課

25
・
６
４
８
５

　
不
安
定
な
気
候
が
続
い
て
い
ま

す
が
、
太
陽
が
出
る
と
、
暖
か
い

建
物
の
壁
に
は
ア
キ
ア
カ
ネ
や
ノ

シ
メ
ト
ン
ボ
い
わ
ゆ
る
ア
カ
ト
ン

ボ
、
多
分
オ
オ
ク
ロ
バ
エ
、
カ
メ

ム
シ
の
仲
間
、
テ
ン
ト
ウ
ム
シ
が

た
く
さ
ん
引
っ
付
い
て
い
ま
す
。

こ
の
中
で
厄
介
者
の
筆
頭
は
カ
メ

ム
シ
の
仲
間
。
ど
こ
か
ら
か
建
物

内
に
侵
入
し
長
靴
や
上
着
の
中
な

ど
に
入
り
込
ん
で
い
て
、
ち
ょ
っ

と
刺
激
す
る
と
も
う
大
変
。
次
に

オ
オ
ク
ロ
バ
エ
。
体
が
大
き
く
動

き
が
鈍
い
の
で
存
在
感
が
あ
り
、

い
き
な
り
机
の
上
に
ぼ
た
っ
と
落

ち
て
き
た
り
し
ま
す
。
ど
う
や
っ

て
室
内
に
侵
入
す
る
の
か
観
察
す

る
と
、
気
温
が
低
い
日
に
、
人
の

服
に
ひ
っ
そ
り
と
止
ま
り
、
室
内

に
入
っ
て
く
る
の
で
す
。
ど
こ
か

憎
め
な
い
や
つ
ら
で
す
。
「
オ
オ

カ
ミ
の
森
」
の
岩
に
止
ま
る
無
数

の
ア
カ
ト
ン
ボ
と
共
に
、
僕
の
中

で
は
秋
の
風
物
詩
で
す
。
ト
ド
ノ

ネ
オ
オ
ワ
タ
ム
シ
（
雪
虫
）
も
現

れ
ま
し
た
。
も
う
す
ぐ
冬
で
す
。

　
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
さ
る
山
の
改
築

も
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
。
ニ
ホ

ン
ザ
ル
は
60
頭
を
超
え
る
大
所
帯

で
す
が
、
旧
総
合
動
物
舎
の
ラ
イ

オ
ン
・
ト
ラ
舎
で
実
に
快
適
そ
う

に
生
活
し
て
い
ま
す
。
発
情
期
を

迎
え
る
こ
の
時
期
、
狭
い
の
で
群

れ
の
状
態
が
不
安
定
に
な
る
の
で

は
と
の
懸
念
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、

と
て
も
安
定
し
て
い
ま
す
。

　
改
め
て
彼
ら
を
観
察
す
る
と
、

ど
ち
ら
か
の
放
飼
場
で
ち
ょ
っ
と

し
た
追
い
掛
け
合
い
が
始
ま
る
と
、

追
わ
れ
た
方
は
ト
ン
ネ
ル
を
抜
け

て
別
の
放
飼
場
に
逃
げ
ま
す
。
追

う
方
も
相
手
が
ト
ン
ネ
ル
に
入
る

と
見
え
な
く
な
る
の
で
深
追
い
は

し
ま
せ
ん
。
時
間
が
た
つ
と
頭
に

上
っ
た
血
が
冷
め
て
、
次
に
出
合

っ
た
と
き
に
は
何
事
も
な
か
っ
た

よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
檻
な
の
で
天
井
に
ぶ
ら

下
が
る
こ
と
が
で
き
た
り
、
成
獣

に
は
無
理
で
も
、
４
・
５
歳
ぐ
ら

い
の
若
い
個
体
な
ら
腰
掛
け
ら
れ

る
隙
間
が
あ
っ
た
り
と
、
狭
い
け

れ
ど
利
用
で
き
る
体
積
は
広
い
の

で
す
。
自
分
の
居
場
所
を
確
保
で

き
て
い
る
こ
と
が
、
落
ち
着
き
に

つ
な
が
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
こ
う
し
て
気
付
い
た
こ
と
を
、

改
築
に
も
反
映
さ
せ
な
け
れ
ば
と
、

ア
イ
デ
ア
の
具
体
化
を
協
議
す
る

日
々
が
続
き
ま
す
。
　

秋
の
風
物
詩
と
、
仮
住
ま
い
中
の
ニ
ホ
ン
ザ
ル 【319】

お
り
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配
布
し
て
い
る
他
、
同
病
院

か
ら

も
入
手
可
。
郵
便
で
の
請
求
の
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
﹁
受
験
申
込
書
請

求
﹂
と
試
験
職
種
を
朱
書
き
し
、
１

２
０
円
切
手
を
貼
っ
た
宛
先
明
記
の

返
信
用
封
筒
︵
角
２
封
筒
︶
を
必
ず

同
封市

立
旭
川
病
院
経
営
管
理
課

　
　
　
　
　
　
　

24
・
３
１
８
１

　
　
学
校
給
食
に
使
用
す
る

　
　
食
材
料
納
入
業
者
を
募
集

　
平
成
29
・
30
年
度
の
給
食
物
資
納

入
業
者
︵
青
果
物
・
米
飯
・
パ
ン
・

食
肉
・
鶏
卵
・
豆
腐
類
・
保
存
物
資

等
︶
を
募
集
し
ま
す
。

申
請
方
法　
11
月
15
日
㈫
か
ら
学
校

給
食
物
資
共
同
購
入
委
員
会
︵
６
の

８　
セ
ン
ト
ラ
ル
旭
川
ビ
ル
７
階　

学
校
保
健
課
内
︶
で
配
布
す
る
申
請

書
に
記
入
し
、
同
委
員
会

受
付
期
間　
12
月
１
日
㈭
～
15
日
㈭

同
委
員
会
︵
学
校
保
健
課
内　

26
・
１
３
８
５
︶

若
者
が
作
る
選
挙
啓
発
動
画

コ
ン
テ
ス
ト
作
品
を
募
集

募
集
作
品　
15
～
30
秒
程
度
の
投
票

に
行
き
た
く
な
る
動
画

応
募
資
格　
市
内
に
あ
る
高
等
学
校
、

高
等
専
門
学
校
、
大
学
、
専
修
学
校
、

高
等
技
術
専
門
学
院
等
に
在
籍
す
る

方
、
ま
た
は
そ
の
グ
ル
ー
プ

募
集
期
限　
12
月
13
日
㈫

応
募
方
法　
市

等
に
あ
る
応
募
用

紙
と
作
品
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
選
挙
管
理
委
員

会
事
務
局
︵
第
二
庁
舎
６
階
︶
に
提

出
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局

　
　
　
　
　
　
　

25
・
６
５
１
３

特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
医
療

健
診
と
が
ん
検
診
を
併
せ
た
セ

ッ
ト
型
健
診
を
実
施

左
の
表
の
と
お
り

申
込
先　
実
施
日
の
１
週
間
前
ま
で

に
旭
川
が
ん
検
診
セ
ン
タ
ー

53
・

７
１
１
１

協
会
け
ん
ぽ
等
の
他
保
険
の
家
族

︵
被
扶
養
者
︶
も
利
用
可

国
民
健
康
保
険
課

25
・
６
２
４

７
︵
後
期
高
齢
者
医
療
健
診
は

25

・
８
５
３
６
︶

精
神
科
医
師
に
よ
る
心
の
健
康

に
関
す
る
相
談（
予
約
制
）

12
月
21
日
㈬　

第
二
庁
舎
２
階

精
神
科
・
心
療
内
科
へ
の
通
院
歴

が
な
い
方
、
そ
の
家
族　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

健
康
推
進
課

25
・
６
３
６
４

休
日
エ
イ
ズ
検
査

世
界
エ
イ
ズ
デ
ー
に
合
わ
せ
て
、

エ
イ
ズ
検
査
を
無
料
で
実
施

12
月
４
日
㈰　

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分　

ま
ち
な
か
市
民
プ
ラ
ザ
︵
１
の
８

フ
ィ
ー
ル
旭
川
７
階
︶

検
査
は
匿
名
。
検
査
数
に
限
り
が

あ
る
た
め
、
希
望
者
は
予
約
可
能
。

検
査
結
果
は
60
分
以
内
に
判
明

エ
イ
ズ
専
用
相
談
電
話
︵
健
康
推

進
課
内　

26
・
８
１
２
０
︶

予
防
接
種
の
医
療
機
関
の

追
加
・
変
更

追
加　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
・

高
齢
者
肺
炎
球
菌
感
染
症
・
乳
幼
児

等
・
風
し
ん
対
策
助
成
事
業
＝
杉
本

こ
ど
も
・
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
︵
永
山

７
の
５　

46
・
０
０
０
３
︶

住
所
変
更　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
・
高
齢
者
肺
炎
球
菌
感
染
症
・
子

宮
頸け

い

が
ん
予
防
＝
あ
け
美
肌
ク
リ
ニ

ッ
ク
︵
宮
下
通
９
︶
に
変
更

名
称
変
更　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
・
高
齢
者
肺
炎
球
菌
感
染
症
＝
愛

生
会
病
院
か
ら
愛
生
病
院
に
変
更

健
康
推
進
課

25
・
９
８
４
８

生
活
習
慣
病
予
防
教
室
ｉイ
ンｎ

東
旭
川「
あ
ぶ
ら
の
は
な
し
」

（
全
２
回
）

保
健
師
や
栄
養
士
の
講
話
、
運
動

12
月
９
日
㈮
・
16
日
㈮　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分　

東
旭
川
公
民
館
︵
東
旭
川
町
上
兵

村
︶　

30
人

保
健
指
導
課

26
・
２
３
９
７

段
ボ
ー
ル
箱
を
使
っ
た

生
ご
み
堆
肥
作
り
講
習
会

11
月
29
日
㈫　
午
前
10
時
～
12
時

永
山
公
民
館
︵
永
山
３
の
19
︶

25
人

11
月
14
日
㈪
か
ら
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー

36
・
２
２
１
３

市
立
旭
川
病
院
の
職
員
を
募
集

職
種
・
定
員　
①
医
療
事
務
︵
リ
ー

ダ
ー
︶
＝
１
人
程
度　

②
医
療
事
務
︵
一
般
︶
＝
１
人
程
度

③
医
療
相
談
員
＝
１
人
程
度

受
験
資
格　
左
の
表
の
と
お
り

採
用
予
定
日　
平
成
29
年
４
月
１
日

試
験
日
・
科
目　
①
②
来
年
１
月
11

日
㈬　
③
来
年
１
月
13
日
㈮
・
個
人

面
接
試
験
と
論
文
試
験

市
立
旭
川
病
院
︵
金
星
町
１
︶

受
付
期
限　
12
月
16
日
㈮

受
験
申
込
書
の
請
求
先　
市
立
旭
川

病
院
経
営
管
理
課
︵
〒
０
７
０

８

６
１
０
︶
の
他
、
総
合
庁
舎
・
第
二

庁
舎
・
第
三
庁
舎
案
内
、
各
支
所
で

実施日 会　場
11月28日㈪
　

新旭川地区センタ
ー（東６の４）

ＪＡ東神楽西神楽支
店（西神楽南１の２）

11月29日㈫
　　 30日㈬

東部住民センター
（東光５の２）

11月29日㈫
～12月１日㈭

12月２日㈮
　

ＪＡ東旭川
（東旭川南１の５）

12月６日㈫
　12月６日㈫      
　 ～８日㈭

西神居会館
（神居町神居古潭）
ＪＡたいせつ本所
（東鷹栖１の３）

受験資格
大学卒または短大卒で、民間企業等における職務経験が
10年以上あり、うち病院常勤職員として医療関係業務経
験が５年以上（うち１年以上は平成26年４月１日以降）
あり、診療情報管理士の資格取得後の医療関係業務経験
が３年以上ある昭和47年４月２日以降に生まれた方

病院常勤職員として医療関係業務経験が３年以上（うち
１年以上は平成26年４月１日以降）あり、診療情報管理
士の資格取得後の医療関係業務経験が１年以上ある昭和
57年４月２日以降に生まれた方
昭和57年４月２日以降に生まれた社会福祉士の有資格者

①

②

③



法人の申告は便利な電子申告（e
エ ル タ ッ ク ス

LTAX）をご利用下さい。詳細はeLTAX

灯
油
タ
ン
ク
か
ら
の
油
漏
れ
防
止
の
た
め
、
配
管
や
ス
ト
レ
ー
ナ
ー
等
の
点
検
を
し
ま
し
ょ
う
。
詳
細
は
環
境
指
導
課
（

25
・
６
３
６
９
）
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年
末
調
整
等
の

　
　
説
明
会
を
開
催

　
年
末
調
整
の
仕
方
や
給
与
支
払
報

告
書
︵
源
泉
徴
収
票
︶
、
各
種
支
払

調
書
の
作
成
と
提
出
に
つ
い
て
の
説

明
会
を
開
催
し
ま
す
。
年
末
調
整
等

関
係
の
書
類
を
事
前
に
郵
送
し
ま
す

の
で
、
当
日
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

11
月
24
日
㈭

中
税
務
署
管
内
分
＝
午
前
10
時
か

ら

東
税
務
署
管
内
分
＝
午
後
２
時
か

ら

市
民
文
化
会
館
︵
７
の
９
︶

旭
川
中
税
務
署
︵

90
・
１
４
５

１
︶
、
旭
川
東
税
務
署
︵

23
・
６

２
９
１
︶
、
市
民
税
課
︵

25
・
５

７
５
８
︶

確
定
申
告
等
に
は

国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
証
明
書
類
が
必
要
で
す

　
確
定
申
告
等
の
際
に
、
国
民
年
金

保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

申
告
す
る
場
合
は
、
１
年
間
に
納
付

し
た
保
険
料
を
証
明
す
る
書
類
等
の

添
付
ま
た
は
提
示
が
義
務
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　
11
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
が
、

年
間
の
保
険
料
の
納
付
額
を
記
載
し

た
、
は
が
き
﹁
社
会
保
険
料
︵
国
民

年
金
保
険
料
︶
控
除
証
明
書
﹂
を
送

付
し
て
い
る
の
で
、
申
告
す
る
ま
で

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

旭
川
年
金
事
務
所
︵

27
・
１
６

１
１
︶
、
市
民
課
︵

25
・
６
３
０

６
︶

市
税
と
国
民
健
康
保
険
料
の

夜
間
・
休
日
納
付
相
談
窓
口

夜
間
＝
11
月
24
日
㈭
、
12
月
８

日
㈭
・
22
日
㈭　
午
後
８
時
ま

で　

休
日
＝
11
月
27
日
㈰
、
12
月
18
日

㈰　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

納
税
課
︵
総
合
庁
舎
２
階
︶

納
税
課

25
・
５
９
８
０

附
属
機
関
等
の
会
議
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
附
属
機
関
等
の
会
議
は
、
個
人
情

報
を
取
り
扱
う
場
合
な
ど
を
除
き
、

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

　
会
議
の
日
程
は
、
市
政
情
報
コ
ー

ナ
ー
︵
総
合
庁
舎
1
階
︶
や
、
総
合

庁
舎
前
掲
示
板
で
お
知
ら
せ
す
る
他
、

市

に
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

市
民
活
動
課

25
・
９
１
０
１

平
成
28
年
地
価
調
査
価
格
が

閲
覧
で
き
ま
す

　
北
海
道
か
ら
、
各
地
域
の
基
準
地

の
地
価
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。

都
市
計
画
課
︵
第
三
庁
舎
３
階
︶
、

各
支
所
・
出
張
所
・
図
書
館　

都
市
計
画
課

25
・
９
７
０
４

使
わ
な
く
な
っ
た
歩
く
ス
キ
ー

用
具
を
回
収
し
て
い
ま
す

　
必
要
と
し
て
い
る
方
に
貸
し
出
す

た
め
、
家
庭
で
使
わ
な
く
な
っ
た
歩

く
ス
キ
ー
用
具
︵
板
・
靴
・
ス
ト
ッ

ク
︶
を
回
収
し
て
い
ま
す
。

　
た
だ
し
、
金
具
が
３
ピ
ン
式
、
ゲ

レ
ン
デ
用
、
破
損
や
汚
れ
が
ひ
ど
い

物
は
回
収
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

回
収
場
所　
ス
ポ
ー
ツ
課
︵
第
三
庁

舎
１
階
︶

ス
ポ
ー
ツ
課

23
・
１
９
４
４

職
員
の
懲
戒
処
分
に
つ
い
て

道
路
交
通
法
違
反
・
速
度
超
過

事
案
の
概
要　
８
月
25
日
、
深
川
市

で
職
員
が
自
動
車
を
走
行
中
、
49
㎞

／
ｈ
の
速
度
超
過
を
し
た

処
分　
９
月
21
日
付
け
で
、
当
該
職

員
︵
消
防
士
︶
に
戒
告

人
事
課

25
・
５
４
４
５

旭
川
市
政
に
お
け
る
公
正
な

職
務
の
執
行
の
確
保
等
に

関
す
る
条
例
の
運
用
状
況

　
４
月
１
日
～
９
月
30
日
の
同
条
例

の
運
用
状
況
は
次
の
と
お
り
で
す
。

職
員
の
法
令
遵
守

ス
ピ
ー
ド
違
反　
30
㎞
／
ｈ
以
上

40
㎞
／
ｈ
未
満
＝
２
件
、
40
㎞
／
ｈ

以
上
50
㎞
／
ｈ
未
満
＝
１
件

人
身
事
故　
相
手
方
に
頸け

い
つ
い椎
捻
挫
、

頭
部
打
撲
の
傷
害
を
与
え
た
＝
１
件

公
正
職
務
審
査
会

旭
川
市
政
に
お
け
る
公
正
な
職
務

の
執
行
の
確
保
等
に
関
す
る
条
例
の

運
用
状
況
に
つ
い
て
ほ

か

開
催
回
数　
１
回

人
事
課

25
・
５
４
４
５

▲

読んでみたい漫画があります。
それはアニメ映画にもなった「聲
の形」。聴覚障害があることによ
っていじめを受けた少女と、いじ
めの中心人物になったことが原因
で周囲から孤立した少年の、触れ
合いを中心に描かれた作品です。
「人と人が互いに気持ちを伝える
ことの難しさ」を感じていた作者
が、読者に意見を聞いてみたいと
描いたそうです。▲
特集で紹介した手話サークルの
山口さんは、手話を学ぶことで、
ろう者の生活や手話の歴史なども
知ることができ、とても大切なコ
ミュニケーション手段だと気付か
されたそうです。携帯電話のアプ
リからも手話を学べるので、少し
ずつ覚えていきたいです。（Ｙ）

※1/1～10/27（　）内は昨年比
交通事故発生状況

343,242
159,512
183,730
177,825

（343,393）
（159,586）
（183,807）
（177,845）

住民登録
人口
男
女
世帯数

605
５
739

（107増）
（０）

（135増）

発生件数
死者数
傷者数

（804）
（412）
（392）
（673）

821
412
409
690

外国人住民　※住民登録の内数
人口
男
女
世帯数

転入　　630
出生　　169
その他の増減

転出　　660
死亡　　289

１減

10月（10／28まで）の異動数

10月28日現在の旭川市の人口
※（　）内は10月１日
※11月１日の人口は来月号に掲載

こえ


